
中 期 計 画 予 算 

平成 15 年度～平成 19 年度 

                      （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※貸付業務関係経費については積算の根拠とすべき貸付金利息収入、借入金 

  の支払利息、貸倒れの発生等を事前に予測することが困難なため、１５年 

  度予算をもとに積算したものであり、市場金利の変化等の要因により変動 

  するものである。 

 

［人件費の見積り］ 

   期間中総額９６６百万円を支出する。 

   ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤 

  務手当に相当する範囲の費用である。 

 

［運営費交付金算定方法］ 
  ルール方式を採用 
 
［運営費交付金の算定ルール］ 
  １．平成 15 年度は、積み上げ方式とする。 

  ２．平成 16 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 

     運営費交付金＝人件費＋（北方対策事業費＋一般管理費）×β（消 

            費者物価指数）－自己収入見積額 

             

区   分       金   額 
収  入 
 運営費交付金           ２，７６３ 
 貸付事業費補助金         １，０５６ 
 貸付金利息収入            ４０６ 
 事業外収入               ２６ 
 計                ４，２５１ 
支  出 
 北方対策事業費          ２，００６ 
 一般管理費              ２４４ 
 人件費              １，１５８ 
 貸付業務関係経費           ８４３ 
 計                ４，２５１ 

別紙１－１ 



     人 件 費＝基本給等＋社会保険料負担金＋児童手当拠出金＋δ（平 

          年度化増）＋退職手当 

       基本給等＝前年度の（役員報酬＋職員基本給＋職員諸手当＋超 

            過勤務手当）×（１＋給与改定率等） 

             

     一般管理費＝前年度の一般管理費×α1（効率化係数） 

     北方対策事業費＝前年度の事業経費×α2（効率化係数） 

  α1、α2、β、γについては、以下の諸点を勘案した上で、各年度の予算 
  編成過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。 
  α1（効率化係数） ：一般管理費については、業務の効率化を進め、中期 

             目標の期間中、平均で前年度比 7.66％程度の業務の 

             効率化を図る。 

  α2（効率化係数） ：北方対策事業費については、業務の効率化を進め、 

             毎年度、前年度に対して１％程度の業務の効率化を 

             図る。 

  β（消費者物価指数）：前年度における実績値を使用。 

  γ（政策係数）   ：国民に対して提供するサービスへの対応への必要 

             性、独立行政法人の評価委員会による評価等を総 

             合的に勘案し、具体的な伸び率を決定する。 

  δ（平年度化増）  : 独法化に伴う役員報酬の振替等による増分の調整 

             （16 年度限りの措置） 

〔注記〕 

  中期計画予算の見積もりに当たっては、消費者物価指数の伸び率を年０％、

給与改定率の伸び率を年０％、効率化係数を一般管理費については 92.34％、

北方対策事業費については効率化係数を 99.0％、政策係数を０％と仮定して

計算している。 

  また、特殊要因増減については、必要に応じて計上することとする。 

  なお、貸付事業費補助金についても運営費交付金と同様の効率化を図るこ 

 とにより経費の削減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 



中 期 計 画 予 算 

平成 15 年度～平成 19 年度 

     一般業務勘定           （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［人件費の見積り］ 

   期間中総額５０４百万円を支出する。 

   ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤 

  務手当に相当する範囲の費用である。 

 

［運営費交付金算定方法］ 
  ルール方式を採用 
 
［運営費交付金の算定ルール］ 
  １．平成 15 年度は、積み上げ方式とする。 

  ２．平成 16 年度以降については、次の算定ルールを用いる。 

     運営費交付金＝人件費＋（北方対策事業費＋一般管理費）×β（消 

            費者物価指数）－自己収入見積額 

             

     人 件 費＝基本給等＋社会保険料負担金＋児童手当拠出金＋δ（平 

          年度化増）＋退職手当 

       基本給等＝前年度の（役員報酬＋職員基本給＋職員諸手当＋超 

            過勤務手当）×（１＋給与改定率等） 

             

     一般管理費＝前年度の一般管理費×α1（効率化係数） 

区   分       金   額 
収  入 
 運営費交付金           ２，７６３ 
 事業外収入                ２ 
 計                ２，７６５ 
支  出 
 北方対策事業費          ２，００６ 
 一般管理費              １６０ 
 人件費                ５９９ 
   退職手当              ３７ 
   職員給与等            ５６２ 
 計                ２，７６５ 

別紙１－２ 



   北方対策事業費＝前年度の事業経費×α2（効率化係数）×γ（政策係数） 

  α1、α2、β、γについては、以下の諸点を勘案した上で、各年度の予算 
  編成過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。 
  α1（効率化係数） ：一般管理費については、業務の効率化を進め、中期 

             目標の期間中、平均で前年度比 7.66％程度の業務の 

             効率化を図る。 

  α2（効率化係数） ：北方対策事業費については、業務の効率化を進め、 

             毎年度、前年度に対して１％程度の業務の効率化を 

             図る。 

  β（消費者物価指数）：前年度における実績値を使用。 

  γ（政策係数）   ：国民に対して提供するサービスへの対応への必要 

             性、独立行政法人の評価委員会による評価等を総 

             合的に勘案し、具体的な伸び率を決定する。 

  δ（平年度化増）  : 独法化に伴う役員報酬の振替等による増分の調整 

             （16 年度限りの措置） 

〔注記〕 

  中期計画予算の見積もりに当たっては、消費者物価指数の伸び率を年０％、

給与改定率の伸び率を年０％、効率化係数を一般管理費については 92.34％、

北方対策事業費については効率化係数を 99.0％、政策係数を０％と仮定して

計算している。 

  また、特殊な要因に基づく増減については、法令改正等に伴い必要となる

措置、現時点で予測不可能な事由により、特定の年度に一時的に発生する資

金需要について必要に応じて計上することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中 期 計 画 予 算 

平成 15 年度～平成 19 年度 

      貸付業務勘定           （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※貸付業務関係経費については積算の根拠とすべき貸付金利息収入、借入金

の支払利息、貸倒れの発生等を事前に予測することが困難なため、１５年

度予算をもとに積算したものであり、市場金利の変化等の要因により変動

するものである。 

［人件費の見積り］ 

   期間中総額４６２百万円を支出する。 

   ただし、上記の額は、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当 

する範囲の費用である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分       金   額 
収  入 
 貸付事業費補助金         １，０５６ 
 貸付金利息収入            ４０６ 
 事業外収入               ２４ 
 計                １，４８６ 
支  出 
 貸付業務関係経費           ８４３ 
 一般管理費               ８４ 
 人件費                ５５９ 
  職員給与等             ５３０ 
  退職手当               ２９ 
   
計                １，４８６ 

別紙１－３ 



収 支 計 画 

平成 15 年度～平成 19 年度 

                         （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注記）当法人における退職手当については、内規に基づいて支給する 

     こととなるが、その全額について、運営費交付金または補助金 

を財源とするものと想定している。 

 （注記）当法人における貸倒引当金繰入額については、事前に貸倒見積 
高を算定することが困難なため、独立行政法人会計基準第８３ 
条に基づいて計上することとし、その全額について補助金を財 
源とすることを想定しており、後年度に要求するものである。 
 

 
 

 

 

 

 

区   分          金   額 
費用の部                    ４，２５１ 
 経常費用                   ４，２５１ 
  北方対策事業費               ２，００６ 
  貸付業務関係経費                ８４３ 
  一般管理費                   ２４４ 
  人件費                   １，１５８ 
 財務費用                       － 
 臨時損失                       － 
収益の部                    ４，２５１ 
 運営費交付金収益               ２，７６３ 
 貸付事業費補助金               １，０５６ 
 貸付金利息収入                  ４０６ 
 事業外収入                     ２６ 
 臨時利益                       ０ 
純利益                         ０ 
目的積立金取崩額                    － 
純利益                         ０ 

別紙２－１ 



収 支 計 画 

平成 15 年度～平成 19 年度 

  一般業務勘定                 （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注記）当法人における退職手当については、内規に基づいて支給する 

     こととなるが、その全額について、運営費交付金を財源とする 

     ものと想定している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分          金   額 
費用の部                    ２，７６５ 
 経常費用                   ２，７６５ 
  北方対策事業費               ２，００６ 
  一般管理費                   １６０ 
  人件費                     ５９９ 
 財務費用                       － 
 臨時損失                       － 
収益の部                    ２，７６５ 
 運営費交付金収益               ２，７６３ 
 事業外収入                      ２ 
 臨時利益                       ０ 
純利益                         ０ 
目的積立金取崩額                    － 
純利益                         ０ 

別紙２－２ 



収 支 計 画 

平成 15 年度～平成 19 年度 

貸付業務勘定                 （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注記）当法人における退職手当については、内規に基づいて支給する 

     こととなるが、その全額について、補助金を財源とするものと 

想定している。 

 （注記）当法人における貸倒引当金繰入額については、事前に貸倒見積 
高を算定することが困難なため、独立行政法人会計基準第８３ 
条に基づいて計上することとし、その全額について補助金を財 
源とすることを想定しており、後年度に要求するものである。 

 
 

 

 

 

 

 

 

区   分          金   額 
費用の部                    １，４８６ 
 経常費用                   １，４８６ 
  貸付業務関係経費                ８４３ 

一般管理費                    ８４ 
  人件費                     ５５９ 
  財務費用                      － 
  臨時損失                      － 
収益の部                    １，４８６ 
 貸付事業費補助金               １，０５６ 
貸付金利息収入                  ４０６ 
事業外収入                     ２４ 

 臨時利益                       － 
純利益                         ０ 
目的積立金取崩額                    － 
純利益                         ０ 

別紙２－３ 



資 金 計 画 

平成 15 年度～平成 19 年度 

                       （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分           金   額 
資金支出                   ２２，４８６ 
 業務活動による支出             １０，３４２ 
 投資活動による支出                  － 
 財務活動による支出             １１，９８４ 
 次期中期目標の期間への繰越金           １６０ 
資金収入                   ２２，４８６ 
 業務活動による収入              ８，７５１ 
  運営費交付金による収入           ２，７６３ 
  貸付事業費補助金による収入         １，０５６ 
  貸付金回収による収入            ４，５００ 
  貸付金利息収入                 ４０６ 
  その他の業務収入                 ２６ 
 投資活動による収入                  － 
 財務活動による収入             １３，２３０ 
 前法人からの繰越金                ５０５ 

別紙３－１ 



資 金 計 画 

平成 15 年度～平成 19 年度 

  一般業務勘定                 （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分          金   額 
資金支出                    ２，８２１ 
 業務活動による支出              ２，７６５ 
 投資活動による支出                  － 
 財務活動による支出                  － 
 次期中期目標の期間への繰越金            ５６ 
資金収入                    ２，８２１ 
 業務活動による収入              ２，７６５ 
  運営費交付金による収入           ２，７６３ 
  その他の業務収入                  ２ 
 投資活動による収入                  － 
 財務活動による収入                  － 
 前法人からの繰越金                 ５６ 

別紙３－２ 



資 金 計 画 

平成 15 年度～平成 19 年度 

貸付業務勘定                 （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分           金   額 
資金支出                   １９，６６５ 
 業務活動による支出              ７，５７７ 
 投資活動による支出                  － 
 財務活動による支出             １１，９８４ 
 次期中期目標の期間への繰越金           １０４ 
資金収入                   １９，６６５ 
 業務活動による収入              ５，９８６ 

貸付事業費補助金による収入         １，０５６ 
貸付金回収による収入            ４，５００ 
貸付金利息収入                 ４０６ 

  その他の業務収入                 ２４ 
投資活動による収入                  － 
財務活動による収入             １３，２３０ 
前法人からの繰越金                ４４９ 

別紙３－３ 


